
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

気づいて 学んで つながろう 

消費者ネットワークわかやま 

四季だより 第 42号 

 

  

 

2022年 10月 8日（土）14時 00分から、わかやま市民生協 

E*KAOホールで、第１回公開学習会を開催しました。講師に弁護

士の岡 正人さんをお迎えし、寸劇は劇団でんでん（ＮＰＯ法人

消費者サポートネット和歌山）の皆さんが熱演してくださいまし

た。 参加人数は大人 29人、子ども３人、オンラインで 9人の

参加がありました。 

最初に岡弁護士から、消費者契約法についての説明がありまし

た。寸劇の第１幕は結婚式の解約トラブルについて、第２幕は開

運商法のトラブルについてでした。岡弁護士から 2つの事例につ

いて、よりわかりやすい解説がありました 

  

 

2022 年度第１回公開学習会を開催しました！ 

 

 

 

 

 

 

 

啓発講座を開催しました！ 

2022 年 11 月 23 日（水）黒田 尚男氏（ＮＰＯ法人消費者サポートネッ

ト和歌山）を講師に招き、啓発講座を開催しました。今回は田辺市をメイ

ン会場とし、紀の川市にオンライン会場を設けて開催しました。田辺会

場、紀の川会場、オンラインの参加人数は延べ 30 人でした。 

「契約」とは法的拘束力のあるものという事を理解し、自分が「騙さ

れるかもしれないということを念頭に置いておくことが大切です。社会

経験の少ない若者たちを守り、教えていくことが私たち大人の役割で

す。また家族や友人達と、相談ができる関係を築いておくことが、トラ

ブルを未然に防ぐことにつながります。 

困ったときには消費者ホットライン「188
いやや

」まで。 

～参加者感想～ 
・消費者契約法について知っているつもりでしたが、勉強になりました。 
・寸劇がとても面白くて、文字通り楽しく学習出来ました。 
・毎年参加しています。そのおかげで防げた被害がありました。 

消費者相談や消費者被害に関する情報、これって

消費者被害かな？という疑問などがありました

ら、消費者ネットワークわかやままでお気軽にお

問い合わせください。 

〒640-8323 和歌山市太田 3丁目 10 番 10 号  

わかやま市民生協気付 

TEL 073-474-1124   FAX 073-474-8649  

HP https//www.cnw-wakayama.jp 
 

発行：消費者ネットワークわかやま 

 



 

 
 

 

適 格 消 費 者 団 体 ・ 特 定 適 格 消 費 者 団 体 

 特定非営利活動法人 消費者支援機構関西(KC’s)  

 

◎≪速報≫ 家賃債務保証会社フォーシーズ(株)に対する差止訴訟の最高裁

判決が 12/12（月）言い渡されました。 
 

 家賃債務保証業者のフォーシーズ株式会社が、消費者である賃借人や個人の連帯保証人

との間で締結する保証委託等の消費者契約の条項に、消費者契約法により無効とされるべ

きものが使用されているとして、適格消費者団体である特定非営利活動法人消費者支援機

構関西（KC's)が、消費者契約法１２条３項に基づき、その使用の差止等を求めた事件で、

最高裁第一小法廷（堺徹裁判長）は、１２月１２日、フォーシーズに、契約の差止めや契

約書ひな形の廃棄を命じる判決を言い渡しました。 

 

 問題となった契約条項は、①賃料３か月分以上の滞納

があったときは、フォーシーズが、無催告にて、原賃貸

借契約を解除できるとする条項、②賃料等の支払を２か

月以上怠るなど所定の４要件を満たすときは、フォーシ

ーズが、建物の明渡があったものとみなすことができる

とする条項の２つです。いずれも著しく不当であるなど

として、消費者契約法１０条に該当するとの判断が下さ

れました。 

 最高裁の判断は、フォーシーズのみならず、他の家賃

債務保証業者においても、保証委託契約の不当な条項の

改善を迫る内容になっており、家賃債務保証業のあり方

を見直すことにつながるものといえます。 

 

詳細は HPを参照ください 

http://www.kc-s.or.jp/detail.php?n_id=10001224  

 

 

 

 

 

◇ＫＣ'ｓは、不当な勧誘・契約条項・広告表示などに対して被害の拡大を防止する

ため、消費者に代わって、事業者に対して改善を求め、受け入れられない場合は差止

請求訴訟ができる適格消費者団体です。また、特定適格消費者団体として被害回復訴

訟もできます。現在、全国で適格消費者団体 23 団体(その内、特定適格消費者団体 4

団体)が活動しています。 

 



和歌山県消費者トラブル対策マニュアルより 



 

 

 

お問い合わせ 

消費者ネットワークわかやま 事務局 TEL：073-474-1124 

     https://www.cnw-wakayama.jp  
 

 

～消費者ネットワークわかやまに加入しましょう～   新規会員募集中！ 
消費者ネットワークわかやまは県内の弁護士、司法書士、消費生活アドバイザー、消費者団体などが消費者被害の

ない地域社会づくりに向けて、消費者問題学習会の開催や県内の各市に対する消費者行政ヒアリング調査に取り組

んでいます。会員にご加入頂いた方には、会報（四季だより）、ホットな消費者見守りニュース（消費者被害防止

の啓発チラシ）をお届けしています。私どもの活動は会員登録していただいた皆様の年会費で運営しています。ご

賛同いただき、新規会員の手続きを是非宜しくお願い致します。また既に会員に加入されている方は職場や友人の

方にお声かけ下さい。 

 

消費者ネットワークわかやま加入申込書(新規・継続)     申込日:   年  月  日 

団体名または個人名                                          

☎：                     メール                                       
年会費     口        円（個人 1口 500円・団体 1口 1000円、1口以上でお願いします。）    
金融機関・支店名：  ゆうちょ銀行 太田郵便局 

口座内容  振替口座   口座番号  ００９６０－９－１９５０２６ 

口座名義人 消費者ネットワークわかやま  代表世話人 岡 正人 

※銀行から上記口座にお振込の場合 店番 〇九九 預金種別 当座 口座番号 ０１９５０２６ 

参加 

無料 

困ったときには消費者ホットライン「188
いやや

」 


